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１ 件 名 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について 

２ 概 要 
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、経済的に厳しい状況にあ

る世帯に対し、10万円の給付金を支給する。 

３ 背 景 

令和３年 11月19日の閣議決定で「コロナ克服・新時代開拓のための経済対

策」として「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」が支給されること

となった。 

４ 

ＰＲした

い内容、セ

ールスポ

イント、前

回との違

いなど 

（１）対象世帯 
 基準日・支給要件 世帯数 

住民税 

非課税世帯 

令和３年12月 10日時点で、世帯全員の

令和３年度住民税均等割が非課税 
約23,000世帯 

家計急変 

世帯 

感染症の影響で家計が急変し令和３年１

月以降、住民税非課税世帯と同様の状況 
約1,000世帯 

 ※対象の世帯には１月下旬に申請書（確認書）を送付。 

 

（２）申請開始 令和４年１月下旬 

（３）支給開始 令和４年２月上旬 

（４）給付事務の体制 

   12月10日に生活福祉課内に臨時特別給付金担当を設け、職員5人体制

で支給事務に当たっている。 

５ 予 算 

２，４８３，８５０千円 

【内訳】事業費（給付金）２，４００，０００千円 

 事務費         ８３，８５０千円 

６ 問合せ先 
部課名 福祉部 生活福祉課 課長 梅澤 光和 

電 話 （０４６）２２５－２２１８ 
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